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令和４年度 社会福祉法人・社会福祉施設等指導監査等実施結果 

 

１ 実施状況 

（１）実施時期 

令和４年４月～令和５年３月 

 

（２）法人・施設等別実施数                     （単位：法人・施設） 

 
所管数 

（年度末現在） 

実施数 

 実地での 

指導監査等 

書面での 

指導監査等 

社会福祉法人 １６ ６ ６ ０ 

民間保育所・児童館 １５ １４ ２ １２ 

特定教育・保育施設 ３４ １０ ２ ８ 

特定子ども・子育て支援施設等 ３４ １８ １０ ８ 

認可外保育施設 ８ ８ ８ ０ 

認可外保育施設（居宅訪問型） １ １ １ ０ 

放課後児童健全育成事業 ３４ ３４ ６ ２８ 

指定介護サービス事業所 ９４ ６ ６ ０ 

合 計 ２３６ ９７ ４１ ５６ 

 

（３）監査等区分別実施数                      （単位：法人・施設） 

 定例的なもの 特に必要があると認め、

実施したもの 合計 

（定期監査等） （随時指導監査等） 

社会福祉法人 ６ ０ ６ 

民間保育所・児童館 １４ ０ １４ 

特定教育・保育施設 １０ ０ １０ 

特定子ども・子育て支援施設等 １８ ０ １８ 

認可外保育施設 ８ ０ ８ 

認可外保育施設（居宅訪問型） １ ０ １ 

放課後児童健全育成事業 ３４ ０ ３４ 

指定介護サービス事業所 ６ ０ ６ 

合 計 ９７ ０ ９７ 

※ 所管数は、年度末現在で休止している施設を除く。 

※ 民間保育所と特定教育・保育施設、特定子ども・子育て支援施設等において施設と事業が混在

するため、重複する施設あり。 

※ 地域密着型と総合事業の両方を実施する介護サービス事業所については、重複はカウントせず

施設数でカウント 
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２ 実施結果 

（１）法人・施設等別指摘事項（文書指導）数                （単位：件） 

 指摘事項数 

社会福祉法人 １７ 

民間保育所・児童館、特定教育・保育施設 １３ 

特定子ども・子育て支援施設等 ２ 

認可外保育施設 ９ 

認可外保育施設（居宅訪問型） １ 

放課後児童健全育成事業 ７ 

指定介護サービス事業所 １３ 

合 計 ６２ 

 

 

（２）主な指摘事項 

①社会福祉法人 

項目 主な指摘事項 

法人運営に関すること 

・監事の選任に関する評議員会の議案について、監事の過

半数の同意を得ていない。 

・理事会、評議員会の議事録が適正に作成されていない。 

・理事会、評議員会が適正な時期に開催されていない。 

財務管理に関すること 
・経理規程等に定めるところにより事務処理が行われてい

ない。 

 

②民間保育所、特定教育・保育施設 

項目 主な指摘事項 

運営管理に関すること ・運営規程、重要事項説明書の内容に不備がある。 

利用者処遇に関すること 
・食育計画及び保健計画が保育の全体的な計画の中に位置

付けられていない。 

特定教育・保育施設の確

認に関すること 

・特定負担額（上乗せ徴収）に相当する費用について、市

の承認を得ていない。 

 

③特定子ども・子育て支援施設等 

項目 主な指摘事項 

利用料及び特定費用に関

すること 
・利用料の額と特定費用の額が明確に区分されていない。 
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④認可外保育施設（居宅訪問型を含む） 

項目 主な指摘事項 

運営管理に関すること 
・救命措置に関する訓練を実施していない。 

・職員研修を実施していない。 

利用者処遇に関すること 
・2 人以上の児童が在籍している時間に保育従事者が１名

となる時間がある。 

 

 

⑥放課後児童健全育成事業 

項目 主な指摘事項 

運営管理に関すること 

・非常災害に対する計画のうち、火災や地震に対する計画

を策定していない。 

・避難確保計画に基づき実施した水害時避難訓練の結果を

市に提出していない。 

・一つの支援単位を構成する児童数が概ね 40 人を超えて

いる。 

 

 

⑦指定介護サービス事業所 

項目 主な指摘事項 

運営管理に関すること 
・運営規程、重要事項説明書の内容に不備がある。 

・介護保険法に基づく変更の届出がされていない。 

 


